
○ 所見　（上記の枠内の＜参考１＞と＜参考２＞の観察点から、嚥下状態について詳細に
         記載すること。）

② 咬合異常によるそしゃく機能の障害
a 障害の程度

□ 著しい咬合障害があり、歯科矯正治療等を必要とする。
□ その他 （ ）   

ｂ 参考となる検査所見　（咬合異常の程度及びそしゃく機能の観察結果）
ア 咬合異常の程度　（そしゃく運動時又は安静位咬合の状態を観察する。）

イ そしゃく機能　（口唇・口蓋裂では、上下顎の咬合関係や形態異常等を観察する。）

(2) その他　（今後の見込み等）

(3) 障害程度の等級　（下の該当する障害程度の等級の項目の□に☑を入れること。）
①

障害をいう。具体的な例は次のとおりである。

□ 重症筋無力症等の神経・筋疾患によるもの
□ 延髄機能障害 (仮性球麻痺、血管障害を含む) 及び末梢神経障害によるもの
□

等)、咽頭、喉頭の欠損等によるもの

②
常によるそしゃく機能の著しい障害をいう。具体的な例は次のとおりである。

□ 重症筋無力症等の神経・筋疾患によるもの
□ 延髄機能障害 (仮性球麻痺、血管障害を含む) 及び末梢神経障害によるもの
□

等)、咽頭、喉頭の欠損等によるもの
□ 口唇・口蓋裂等の先天異常の後遺症による咬合異常によるもの

［記入上の注意］
(1)

該dB値を105dBとして当該算式を計上し、聴力レベルを算定すること。
(2)

(別様式) の提出を求めるものとすること。
(3)

ある。

害によるものであるか等について詳細に診断し、該当する障害について認定することが必要で
小腸機能障害を併せもつ場合については、必要とされる栄養摂取の方法等が、どちらの障

歯科矯正治療等の適応の判断を要する症例については、「歯科医師による診断書・意見書」

「そしゃく機能の喪失」 (3級 ) とは、経管栄養以外に方法のないそしゃく・嚥下機能の

「そしゃく機能の著しい障害」 (4級) とは、著しいそしゃく・嚥下機能の障害又は、咬合異

外傷・腫瘍切除等による顎 (顎関節を含む )、口腔 (舌、口唇、口蓋、頬、そしゃく筋

外傷、腫瘍切除等による顎 (顎関節を含む)、口腔 (舌、口唇、口蓋、頬、そしゃく筋

により算定し、a、b、cのうちいずれか1又は2において100dBの音が聴取できない場合は、当

波数500、1000、2000㎐において測定した値をそれぞれa、b、cとした場合、 の算式

聴力障害の認定にあたっては、ＪＩＳ規格によるオージオメータで測定すること。dB値は、周
a＋2 b＋c
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